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令和８年２月定例会会期日程 

 

日 次 月   日 摘            要 

第１日 
２月１６日

（月） 

開 会 

 議長の選挙 

会期決定 

  ２月１６日（１日間） 

 会議録署名議員の指名 

 経過報告 

 提案理由の説明 

  議案第１号〔提案内容等説明、質疑、討論、採決〕  

議案第２号〔提案内容等説明、質疑、討論、採決〕 

  議案第３号〔提案内容等説明、質疑、討論、採決〕  

  議案第４号〔提案内容等説明、質疑、討論、採決〕 

  議案第５号〔提案内容等説明、質疑、討論、採決〕 

閉 会 

 

 

 

２月定例会付議事件 

 

１ 管理者提出議案 

〔令和８年２月１６日提出〕 

議案第１号  佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関する  〔可決〕 

条例の一部を改正する条例 

議案第２号  佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用  〔可決〕 

弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第３号  佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は   〔可決〕 

参加者等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

議案第４号  令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第２号）〔可決〕 

議案第５号  令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算       〔可決〕 
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１ 出席議員氏名 

議 長   松 隈 清 之 

中 村 直 人 中川原豊志 飛 松 妙 子 山 下 繭 美 

西 依 義 規 野 副 芳 昭 原口ひさよ 中 野  均 

馬場   茂 吉富光三郎 大 川 隆 城 吉 富  隆 

平 野 達 矢 園 田 邦 広 古 賀  通  

 

２ 地方自治法第１２１条による説明員氏名  

管 理 者 向 門 慶 人 副 管 理 者 實 松 尊 徳 

副 管 理 者 伊 東 健 吾 副 管 理 者  武 廣 勇 平 

副 管 理 者 岡     毅 事 務 局 長 三 澄 洋 文 

事 務 局 次 長 相 浦 正 名 総 務 係 長 執 行 祐 恒 

総 務 係 主 任 大 隈 弘 貴 事 業 １ 係 長 赤 司 隆 則 

事 業 ２ 係 長 古 澤 貴 裕   

 

３ 議会事務局職員氏名 

事 務 局 長 三 澄 洋 文 

総 務 係 長 執 行 祐 恒 

総 務 係 主 任 大 隈 弘 貴 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議長の選挙 

日程第２  会期決定 

  日程第３  会議録署名議員の指名 

  日程第４  経過報告 

日程第５  提案理由の説明  議案第１号～議案第５号 

日程第６  議案第１号 佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償  

に関する条例の一部を改正する条例 

      （質疑、討論、採決） 

日程第７  議案第２号 佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬  

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

（質疑、討論、採決） 

日程第８  議案第３号 佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は  

参加者等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

（質疑、討論、採決） 

日程第９  議案第４号 令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算  

（第２号） 

      （質疑、討論、採決） 

日程第 10  議案第５号 令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算        

      （質疑、討論、採決） 
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開会 

午後１時３０分 

開議 

 

野副芳昭副議長 

 みなさん、こんにちは。 

 本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日、佐賀県東部環境施設組合告示第１号におきまして、本組合議会の２月定例会が招集

されました。 

なお、昨年１１月２９日をもって議長が空席となっております。 

よって、新たに議長が選出されるまで、組合規約第８条第４項の規定により、私、副議長

の野副が議長の職務を行いますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員数は、１６名です。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。 

 それでは、早速でございますが、本日の会議を開きます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 日程第１ 議長の選挙 

 

野副芳昭副議長 

 日程第１、議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

野副芳昭副議長 

御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によるものと決しました。 

続いてお諮りいたします。指名の方法については、副議長において指名することといたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

野副芳昭副議長 

御異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決しました。 

それでは、指名いたします。本組合議会議長に松隈清之議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま、副議長において指名いたしました松隈清之議員を本組合議

会の議長の当選人と決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

野副芳昭副議長 

ご異議なしと認めます。よって、松隈清之議員が議長に当選されました。 

ただいま、議長に当選されました松隈議員が議場におられますので、議会会議規則第３１

条第２項の規定により当選されたことを告知いたします。 

それでは、松隈議員の当選承諾とご挨拶をお願いいたします。 

松隈清之議員 

ただいま皆様方からご推挙いただきました鳥栖市議会の松隈でございます。 

 議長に選任を賜り、心から御礼を申し上げますとともに、慎んでお受けさせていただきま

す。 

常に公平・公正な議会運営を心がけながら努めてまいりたいと存じますので、ぜひ皆様方

のご指導、ご協力よろしくお願い申し上げましてご挨拶に代えさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

野副芳昭副議長 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

これをもちまして、副議長としての職務を終わらせていただきます。 

議事進行へのご協力に対しまして、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 それでは、議長を交代いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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 日程第２ 会期決定 

 

松隈清之議長 

日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

松隈清之議長 

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第９４条の規定により、議長において飛松妙子議員、中野均 

議員を指名いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 日程第４ 経過報告 

 

松隈清之議長 

日程第４、経過報告につきましては、お手元に印刷物を配付いたしておりますので、御 

了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 

 



 

- 8 - 

 日程第５ 提案理由の説明 

 

松隈清之議長 

日程第５、提案理由の説明を求めます。 

向門慶人管理者   

議長。 

松隈清之議長 

 向門管理者。 

向門慶人管理者 

みなさん、こんにちは。 

本日は、ご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

また、議員の皆様におかれましては、日ごろから本組合の運営につきましてご指導、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本日、提案いたします議案は、議案第１号から議案第５号までの５件でございます。 

まず、議案第１号から議案第３号までにつきましては、費用弁償の項目に関し、鳥栖市条

例の改正に伴いまして、本組合の関係する条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議案第４号「令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第２号）」に

つきましては、次期リサイクル施設整備及び各施設運営に要する経費の歳入歳出予算の予算

補正でございます。 

補正金額につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ９，６２４万４千円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億６，９１２万６千円とするものでございます。 

最後に、議案第５号「令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算」につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億２，７８０万４千円お願いするものでございます。 

 歳入の主なものといたしまして、構成市町負担金に１１億１，７４２万７千円、使用料及

び手数料に２億２，８００万円、国庫支出金に５，２４０万９千円、諸収入に３億７，７６

６万７千円、組合債に８億５，２３０万円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものといたしまして、総務費に２億５，７３０万６千円、衛生費に２０

億９，１３７万８千円、公債費に２億６，８４９万３千円を計上しております。 

なお、衛生費におきましては、次期リサイクル施設建設費関連として９億２，６６４万１

千円、焼却施設運営費に８億４２５万８千円、リサイクル施設運営費に３億６，０４７万９

千円をそれぞれ計上しております。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 
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どうぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

日程第６ 議案第１号 佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

松隈清之議長 

 日程第６、議案第１号「佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

三澄洋文事務局長 

議長。 

松隈清之議長 

三澄事務局長。 

三澄洋文事務局長 

はい。それでは、議案第１号「佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明を申し上げます。 

資料は、定例会議案の１ページ、２ページ、それと、議案概要の１ページ、２ページを合

わせてお願いいたします。この議案につきましては、昨年４月の国家公務員等の旅費に関す

る法律の改正に伴いまして、鳥栖市の議員報酬及び費用弁償等に関する条例が改正されたこ

とを受けまして、本組合の条例を改正するものでございます。今回の改正内容につきまして

は、費用弁償の項目に関して整理するものでございまして、現行の日当を廃止し、定額であ

った宿泊料、こちらにつきましては、旅費に関する条例に規定した管理者等に支給する旅費

の例によることへ見直すものでございます。本年４月１日からの施行ということでございま

す。 

以上、議案第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

松隈清之議長 

はい、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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松隈清之議長 

はい、ないようでございますので、これにて質疑を終わります。 

本案は討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１号について、原案どおり決することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第１号、「佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決しました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

日程第７ 議案第２号 佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用 

弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

松隈清之議長 

 日程第７、議案第２号「佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 議案の説明を求めます。 

三澄洋文事務局長 

議長。 

松隈清之議長 

三澄事務局長。 

三澄洋文事務局長 

はい。続きまして、議案第２号「佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でございます。こちらも資料は、定例会議案

の３ページ、４ページ、それから議案概要の３ページ、４ページを合わせてお願いいたしま

す。 

こちらの議案につきましては、非常勤特別職の職員における日当の廃止、それから宿泊料

の定額見直しを行うものでございます。こちらの宿泊料につきましては、一般職員に支給す
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る旅費の例によるものとするものでございます。 

以上、簡単でございますけれども議案第２号の説明とさせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

松隈清之議長 

はい、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

はい、ないようでございますので、これにて質疑を終わります。 

本案は討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第２号について、原案どおり決することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第２号、「佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決しました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

日程第８ 議案第３号 佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は 

参加者等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

 

松隈清之議長 

日程第８、議案第３号「佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者

等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

三澄洋文事務局長 

議長。 
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松隈清之議長 

三澄事務局長。 

三澄洋文事務局長 

はい。続きまして、議案第３号「佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又

は参加者等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例」でございます。こちらも資料

は、定例会議案の５ページ、６ページ及び議案概要の５ページ、６ページをお願いいたしま

す。こちらの議案は、議会の調査、それから公聴会に参加される方の日当の廃止、それから

宿泊料の定額見直しでございまして、こちらの宿泊料につきましても、議案第２号と同様に、

一般職員に支給する旅費の例ということにするものでございます。 

以上、簡単でございますけれども、議案第３号の説明とさせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

松隈清之議長 

はい。説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

ないようでございますので、これにて質疑を終わります。 

本案は討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第３号、「佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等

に対する費用弁償支給条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決しま

した。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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日程第９ 議案第４号 令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第２号） 

 

松隈清之議長 

日程第９、議案第４号「令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第２号）」

を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

三澄洋文事務局長 

議長。 

松隈清之議長 

三澄事務局長。 

三澄洋文事務局長 

はい。それでは、議案第４号「令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第

２号）」につきましてご説明いたします。 資料につきましては、一般会計補正予算書（第

２号）の１ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ９，６２４万４千円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ２２億６，９１２万６千円とするものでございます。 

ページ飛びまして、８ページをお願いいたします。合わせて、議案概要の７ページに補正

予算の概要というものを載せておりますので、こちらもご覧いただければと思います。 

まず、歳入から申し上げます。款１分担金及び負担金、項１負担金、目１負担金、節１負

担金につきましては、６，２０３万２千円を減額いたしまして、９億６，４７５万５千円と

なるものでございます。説明欄に構成市町ごとの負担金減額分を記載しております。こちら

の減額分につきましては、議案概要の８ページの下の方に、その算出根拠を載せております

ので、合わせてご確認いただければと思います。 

続きまして、負担金のその下ですね。款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１衛生費国庫

補助金、節１清掃費国庫補助金でございます。こちらは、１，５３１万２千円を減額いたし

まして、３，２５７万２千円としております。今回の減額は、埋蔵文化財調査において、対

象古墳数が想定よりも少なかったこと、また、敷地造成工事におきまして、交付金対象外の

雨水対策工事を優先する必要が生じまして、令和７年度の交付金対象工事の一部で実施が困

難となったということが主な要因でございます。 

その下の款５諸収入、項２雑入、目１雑入、節１雑入につきましては、３，６００万円を

増額いたしまして、３億８，１６３万円としております。こちらは、焼却施設の売電収入に

おいて物価高騰、それからバイオマスの比率向上などによりまして、売電単価が上昇したこ



 

- 14 - 

とが主な要因でございます。 

続きまして、９ページをお願いいたします。款６組合債、項１組合債、目１衛生債、節１

衛生債につきましては、５，４９０万円を減額し、５億８０万円としております。こちらは、

交付金事業費の減額に伴う起債分の減でございます。 

次に歳出でございます。１０ページをお願いいたします。議案概要の９ページ、１０ペー

ジも合わせてご確認いただければと思います。款３衛生費、項１清掃費、目１リサイクル施

設建設費、節１２委託料７３９万円の減額でございます。こちらは、循環型交付金事業計画

支援業務委託料といたしまして、埋蔵文化財調査の減額分でございます。 

その下、節１４の工事請負費６３１０万円の減額でございます。こちらは、この資料の４

ページ、それと、議案概要の１５ページ一番下に、ちょっと表を付けておりますので、こち

らも合わせてご覧いただければというふうに思います。継続費の分になりますけれども、令

和７年度の敷地造成工事につきましては、予算額が６億６０万円に対しまして、契約額が４

億８，６４４万５千円となり、入札残が１億１，４１５万５千円が生じました。このうちの

令和７年度に施工が可能な５，１０５万５千円の工事分を、令和８年度から前倒しをいたし

まして、令和７年度の施工予定を５億３，７５０万円といたしまして、実際、予算額の６億

６０万円から差し引いた６，３１０万円、こちらを今回減額いたしているものでございます。 

それでは、資料の１０ページに戻っていただいてよろしいでしょうか。続きまして、その

下の目２焼却施設運営費、施設１２委託料２，３８５万４千円の減額でございます。周辺環

境調査業務ということで備考欄に書いておりますが、こちらの金額は入札残の減額というこ

とでございます。  

その下の焼却残渣運搬業務２７０万円の減、それと焼却残渣資源化等業務委託１，０００

万円の減でございますけれども、こちらにつきましては焼却残渣量が当初見込みよりも少な

かったということによる減額でございます。 

続きまして、その下の目４リサイクル施設運営費（処理棟）、節１０需要費２００万円の

減額でございます。 光熱水費の２００万円ということでございます。こちらは電気料金の

燃料調整費が当初見込みよりも少なかったということが原因ということでございます。 

続きまして、その下、節１２委託料１０万円の増額でございます。こちらは残渣運搬業務

委託料というのが１００万円の減ということでございますけれども、破砕ごみ残渣量、こち

らが当初の見込みよりも少なかったということで、運搬委託料が１００万円の減額になって

いるところでございます。また、その下の処理困難物等処理委託料、こちら１００万円の増

額でございますけれども、処理困難物等の処理量が当初見込みよりも多かったということで、

今回１１０万円の増額をさせていただいてますので、それを相殺いたしまして１０万円の増
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額ということでさせていただいております。 

以上、簡単でございますけれども、議案第４号の説明とさせていただきます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

松隈清之議長 

はい。説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

ないようでございますので、これにて質疑を終わります。 

本案は討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第４号について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第４号、「令和７年度佐賀県東部環境施設組合一般会計補正予算（第２号）」は、

原案のとおり可決することに決しました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

日程第 10 議案第５号 令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算 

 

松隈清之議長 

日程第 10、議案第５号「令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算」を議題と 

いたします。 

議案の説明を求めます。 

三澄洋文事務局長 

議長。 

松隈清之議長 

 三澄事務局長。 
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三澄洋文事務局長 

はい。それでは、議案第５号「令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算」につき

ましてご説明させていただきます。 

資料は、一般会計予算書の１ページをお願いいたします。令和８年度の歳入歳出予算の総

額につきましては、歳入歳出それぞれ２６億２，７８０万４千円とするものでございます。 

ページ飛びまして５ページ、６ページをお願いいたします。本年度と前年度の歳入歳出予

算額を比較しております。まず、歳入の方で、一番右になりますけれども、４億１，４６４

万３千円の増額と、歳出の６ページにつきましても中ほどになりますが、４億１，４６４万

３千円の増額ということでございます。 

７ページをお願いいたします。そして、議案概要の１１ページにも今回予算概要を載せて

おりますので、合わせてご覧いただければと思います。 

まず、歳入から申し上げます。款１分担金及び負担金、項１負担金、目１負担金、節１負

担金につきましては、１１億１，７４２万７千円でございまして、前年より増額となってお

ります。説明欄に各構成市町の負担金額を載せておりまして、算出根拠につきましては、議

案概要書の１２ページに載せておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

続きまして、その下、款２使用料及び手数料、項２手数料、目１衛生手数料、節１衛生手

数料２億２，８００万円でございます。こちらは、焼却施設とリサイクル施設でいただくご

み処理手数料でございまして、令和７年度と同額を見込んでいるところでございます。 

続きまして、款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１衛生費国庫補助金、節１清掃費国庫

補助金５，２４０万９千円でございます。こちらは、埋蔵文化財調査と敷地造成工事の交付

金でございますけれども、埋蔵文化財調査が報告書作成業務のみということになりますので、

前年度よりも減額となっているところでございます。  

８ページをお願いいたします。中ほどの款５諸収入、項２雑入、目１雑入、節１雑入の３

億７，７６６万６千円でございます。こちらは、主に焼却施設における売電収入、それから

リサイクル施設における有価資源物売払金などでございますけれども、令和７年度の実績見

込みから前年度より増額ということで見込んでいるところでございます。  

続きましては、その下、款６組合債、項１組合債、目１衛生債、節１衛生債の８億５，２

３０万円でございますが、こちらは、敷地造成工事費の増額に伴う起債額の増額でございま

す。 

次に、歳出の主なものをご説明いたします。資料の９ページと議案概要書の１３ページ、

１４ページをお願いいたします。款１議会費、項１議会費、目１議会費、節１報酬及び節８

旅費でございますけれども、こちらは組合議員１６名様の報酬と議会等への出席費用弁償で
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ございまして、令和７年度と同額を見込んでいるところでございます。 

続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１報酬から節４共済費ま

ででございますけれども、こちらは主に会計年度任用職員の減員に伴う減額でございます。 

１０ページをお願いいたします。節８の旅費につきましては、会計年度任用職員の通勤手

当の費用弁償、それから職員の一般旅費になっております。 

節１１役務費につきましては、電話やネット回線などの通信運搬費、それから建物・公用

車の保険料などとなっているところでございます。 

また、節１２委託料は、主に各種システム等の管理委託、それから公会計財務書類等作成

支援業務などでございまして、節１３使用料及び賃借料につきましては、主に各種システム

のリース料などとなっております。 

節８の旅費から節１３の使用料及び賃借料までは、令和７年度の実績見込みに基づいて予

算を計上させていただいております。 

１１ページをお願いいたします。節１８負担金補助及び交付金１億４，９３８万２千円に

つきましては、主に建設協力金、それから派遣職員負担金などでございます。今回、派遣職

員負担金の実態に合わせまして、前年度より減額となっているところでございます。 

続きまして、中ほどの項２監査委員費、目１監査委員費、節１報酬及び節８旅費でござい

ます。こちらは監査委員２名様の報酬と検査等への出席費用弁償でございまして、令和７年

度と同額としております。 

続きまして、一番下、款３衛生費、項１清掃費、目１リサイクル施設建設費、節１２委託

料１，０１４万１千円でございます。こちら、循環型交付金事業計画支援業務委託料という

ことで、７７１万円計上しておりますけれども、こちらは埋蔵文化財調査でございまして、

先ほど言いましたように、令和８年度は報告書の作成業務となっているところでございます。 

その下の建設関連業務委託料２４３万１千円につきましては、井戸水のモニタリング調査で

ございまして、建設地とその周辺の集落の５カ所で調査を行うものでございます。 

続きまして、その下の節１４工事請負費９億１，６５０万円でございます。敷地造成工事

につきましては、令和８年度が最終年度ということになりますので、令和８年度の予算額８

億５，３４０万円に、先ほど言いました令和７年度の減額分６，３１０万円を加えた額を計

上しておるところでございます。 

１２ページをお願いいたします。目２焼却施設運営費、節１２委託料８億１６１万５千円

でございます。焼却施設運営業務委託料の４億９，９００万円につきましては、焼却施設の

運営として３０年間の委託契約を行っております。 令和８年度の運営計画に基づきまして、

こちらは前年度より減額となっているところでございます。 
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その下、焼却残渣運搬業務委託料の５，０２２万７千円及び資源化等業務委託料の２億２，

２５３万４千円でございます。こちらは、焼却時に発生いたします焼却灰、それから飛灰な

どをセメントの原料にするため、資源化工場までの運搬委託料と資源化等委託料の計上でご

ざいます。 

続きまして、その下の周辺環境調査業務委託２，４２０万円につきましては、周辺地区と

の公害防止協定に基づきまして、焼却施設周辺での大気質や水質など環境調査を行うもので

ございます。  

続きまして、その下、焼却施設運営モニタリング業務委託料の３４１万円でございます。 

こちらはＤＢＯによる運営状況を組合として契約を適正に履行しているか、また会社の財務

状況に問題ないか等を継続して総合的に評価していく必要がございますので、その事務支援

を委託するものでございます。 

その下の技術支援業務委託料２２４万４千円、こちらにつきましては、組合職員が管理監

督をしていく上でスキルの補完を図る必要がございますので、専門の公共団体から助言等を

受けるための委託でございます。 

続きまして、節１７備品購入費２０万５千円でございます。こちらは、組合職員が定期的

にごみの展開検査を行う際、業者とのトラブル防止を目的といたしまして、検査中の状況を

撮影し記録するためのビデオカメラ等の購入費でございます。 

続きまして、節１８負担金補助及び交付金２４３万８千円でございますけれども、こちら

は、焼却残渣を資源化工場へ搬出する際、資源化工場が立地しております自治体から賦課さ

れる負担金でございます。 

続きまして、目３リサイクル施設運営費（プラザ棟）、節１２委託料１，３２４万８千円

でございます。こちらは主に、施設の清掃、周辺緑地の管理委託、周辺環境調査業務委託な

どでございますけれども、令和７年度の実績見込みに基づきまして、予算を計上させていた

だいております。 

１３ページをお願いいたします。中ほどの目４リサイクル施設運営費（処理棟）、節１０

需要費の５，３４９万６千円でございます。こちらは主に、光熱水費とプラント等の修繕の

費用でございますけれども、前年度より修繕箇所が減少するため、減額となっております。 

続きまして、節１２委託料、２億８，９８６万６千円でございます。施設運転管理業務委

託の２億６，１４５万９千円につきましては、リサイクル施設処理棟の運転管理を委託する

ものでございますけれども、人件費、それから資材等などの高騰によりまして、前年度より

増額とさせていただいております。 

続きまして、残渣運搬業務委託料１，３４９万円でございます。こちらは、剪定枝や破砕
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ごみ残渣等の運搬費等などでございます。 

その下の、乾電池、蛍光管、および製品プラスチックなどの資源ごみ運搬処理委託および

その下の処理困難物等処理委託につきましては、令和７年度の実績見込みから、それぞれ説

明欄に記載している額を計上しているところでございます。 

続きまして、節１７備品購入費６６万円につきましては、有価物として処理が可能となり

ました、古布類と処分量が増加しております陶器類を今後ストックしていくため、新たに古

布用と陶器用のコンテナを購入する費用でございます。 

１４ページをお願いいたします。款４公債費、項１公債費、目１元金の１億７，４０７万

７千円、および目２利子の９，４４１万６千円でございます。こちらは、一般廃棄物処理事

業債並びに防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債などの建設事業債、こちらの元金および

利子の償還金でございます。これにつきましては、起債償還計画に基づきまして、償還額を

計上させていただいております。 

以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

松隈清之議長 

はい、説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

野副芳昭副議長 

議長。 

松隈清之議長 

野副議員。 

野副芳昭副議長 

はい。１２ページのリサイクル施設運営費（プラザ棟）のところの自動ドア保守点検業務

委託料の８万８千円と、その下の目４リサイクル施設運営費（処理棟）の自動ドア保守点検

業務委託料の４１万８千円ということなんですが、５倍弱の値段の差があるんですけれども、

そこをちょっとご説明願いますか。 

相浦正名事務局次長 

はい。 

松隈清之議長 

相浦事務局次長。 

相浦正名事務局次長 

はい。今、自動ドアについてご質問があった点ですけれども、まず目３委託料の自動ドア
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保守点検業務委託料、８万８千円につきましては、リサイクル施設のプラザ棟の入り口のと

ころにまずドアがございます。そして、フロアの入り口のところに自動ドアがございます。 

この２点の点検をお願いしているところでございます。 

続きまして、目４の自動ドア保守点検業務委託料、４１万８千円につきましては、処理棟

の入口と出口、こちらは自動ドアが鉄板厚が厚い自動ドアになっております。こちらの方が

直接搬入される住民さん、また事業者が運搬する車両ですね、こういった出入り口につきま

して、大型のドアを設置しておりまして、その違いでですね、金額が大小あるということに

なっております。以上でございます。 

野副芳昭副議長 

はい。 

松隈清之議長 

野副議員。 

野副芳昭副議長 

はい。もし、よければそこをもうちょっと詳しく書いていただければわかりやすいなと思

います。 

松隈清之議長 

ほかにございませんか。 

飛松妙子議員 

 はい。 

松隈清之議長 

飛松議員。 

飛松妙子議員 

 はい。１２ページの備品購入費のビデオカメラの購入ということで、業者さんとのトラブ

ルを防ぐためというご説明があったかと思うんですが、これはどこかに設置をされるという

ことなのか、どなたかが持ってビデオを撮影をされるということなのかご説明お願いします。 

赤司隆則事業１係長 

 はい。 

松隈清之議長 

赤司係長。 

赤司隆則事業１係長 

はい。ビデオカメラにつきましては、一般の家庭用のビデオカメラを三脚を立てて撮影す

る予定です。以上です。 
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飛松妙子議員 

 はい。 

松隈清之議長 

飛松議員。 

飛松妙子議員 

はい。それは、１日中撮影をされるのか。そのあたりはどうなりますか。 

赤司隆則事業１係長 

 はい。 

松隈清之議長 

赤司係長。 

赤司隆則事業１係長 

はい。これは検査につきましては、だいたい２時間くらい毎回やっているので、その時間

内で撮影を行う予定です。 

飛松妙子議員 

 はい。 

松隈清之議長 

飛松議員。 

飛松妙子議員 

はい。わかりました。ありがとうございます。 

松隈清之議長 

ほかにございますか。 

平野達矢議員 

 はい。 

松隈清之議長 

平野議員。 

平野達矢議員 

はい。１６ページでですね、職員手当の会計年度任用職員以外の職員、給与費で職員手当

が減額になっています。要は、下の項の時間外勤務手当が減額になっている。そこですよね。 

時間外勤務手当が減額になるということは、このあたりがどのような時間の設定を計画され

ているのかですね。職員手当が減額になったということは、どういうところで減額になって

くるのか。 その積算のあり方。 
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三澄洋文事務局長 

はい。 

松隈清之議長 

 三澄事務局長。 

三澄洋文事務局長 

はい。金額につきましては、実績見込みから算出をしているところでございます。 

以上でございます。 

松隈清之議長 

 平野議員いいですか。 

平野達矢議員 

はい。 

松隈清之議長 

ほかにございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

ないようでございますので、これにて質疑を終わります。 

本案は討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第５号について、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

松隈清之議長 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５号「令和８年度佐賀県東部環境施設組合一般会計予算」は、原案のとお

り可決することに決しました。 

以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

これにて、令和８年２月佐賀県東部環境組合議会定例会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

午後２時１０分 閉会 




